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環境報告

原料や製品とそれに使用している化学物質はデータベースをもとに情報システムを構築して管理しています。

化学物質の管理

主力製品である塗料には多くの化学物質が使用されてお
り、生産工程で取り扱う化学物質は環境や健康への影響を避
けるために適切な管理が必要となります。
化審法、安衛法、化管法（PRTR法）などの法規制を順守す

るとともに、原料などに使用する化学物質については公共機
関からの情報や原料の安全性データシート（ＭＳＤＳ）などの
情報をもとにデータベースと分類システムを構築し、リスク評
価を行い使用禁止、制限などの管理をしています。
原料などに使用する化学物質についてもリスク評価を実施

し、使用禁止物質（Ａランク）、使用制限物質（Ｂランク）、削減
対象物質（Ｃランク）、管理対象物質（Ｄランク）に分類して管
理を行っています。

化管法（ＰＲＴＲ法）は、化学物質がどのような発生源から、
どれぐらい環境中に排出され、あるいは廃棄物や下水に含ま
れて持ち出されたかというデータを把握し集計、公表する仕
組みです。
当社では環境対応形商品の開発を進めるとともに、生産
工程での排出を防止することで全体量の削減に取り組んで
います。

化学物質の管理

化学物質規制は、危険有害性の高い特定の化学物質の使用
を規制・禁止することから、広い範囲で使用されているすべて
の化学物質を対象に、健康や環境への有害性とばく露の頻度
からリスクを評価し適切に管理する方向に変わってきました。
ＥＵ（欧州連合）のＲＥＡＣＨ規制もこの動きの中にあり、ほと
んどすべての化学物質の「登録」、「評価」と、使用することの
「認可」、特定の物質については使用の「制限」をするものです。
国内の化審法や安衛法、化管法（ＰＲＴＲ法）も対象となる
化学物質が毎年追加され、製造量、輸入量、環境への放出量
などの届出や環境測定の範囲が広がっています。当社はこれ
らの規制に適切な対応をしています。

化学物質規制への対応

PRTRの取り組み
● PRTR法対象物質の排出量・移動量

種類 ＰＲＴＲ
物質番号物質

大気排出量（ｋg） 移動量（ｋg）

アクリル酸及びその水溶性塩
アクリル酸エチル
アクリロニトリル
2,2'-アゾビスイソブチロニトリル
4,4'-イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールA）
4,4'-イソプロピリデンジフェノールと
1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物
（別名ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂）（液状のものに限る）
エチルベンゼン
エチレングリコール

キシレン

クロム及び3価クロム化合物      
6価クロム化合物
コバルト及びその化合物
酢酸ビニル
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素
（別名ジウロン又はＤＣＭＵ） 
スチレン
1,3,5-トリメチルベンゼン
トルエン
鉛及びその化合物

フェノール
フタル酸ジ-n-ブチル
フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）

ヘキサメチレン＝ジイソシアネート
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸-1,2-無水物
ほう素及びその化合物

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
ホルムアルデヒド

無水フタル酸
無水マレイン酸
メタクリル酸
メタクリル酸2-エチルヘキシル
メタクリル酸2,3-エポキシプロピル
メタクリル酸2-（ジエチルアミノ）エチル
メタクリル酸n-ブチル
メタクリル酸メチル
メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート
（別名m-トリレンジイソシアネート）
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※那須、小牧、相模の3事業所合計

● リスクアセスメント対象化学物質　ランク別使用制限と管理
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● 排出量（原単位）製品1トン当たりのグラム数（PRTR法対象品）

● 大気排出量の多い3溶剤（PRTR法対象品）

使用禁止物質（Ａランク）

使用制限物質（Ｂランク）

削減対象物質（Ｃランク）

管理対象物質（Ｄランク）

毒劇法・特定毒物、毒物、
化審法・1、2種特定化学物質
発がん性物質（ＩＡＲＣ：１の一部）、
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● 化学物質規制
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（Registration, Evaluation, 
Authorization and 
Restriction of Chemicals）

化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律

労働安全衛生法

化管法（PRTR法） 特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善に関する法律
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